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松本商工会館3階 301会議室
各回20名（定員になり次第締め切りさせて頂きます。）
10月14日（金）：株式会社MKコンサルティング　代表　黒沢 正行 氏
10月25日（火）：原祐治事務所　代表　原  祐治 氏
下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXか郵便、
メールまたは右記申込みフォームにてお申込み下さい。
各回ともに前日までお申込を受付いたします。（定員になり次第締め切りさせて頂きます。）
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会 場
定 員
講 師

申込方法

申込期限 

※本申込書にご記入頂いた個人情報につきましては、講演会開催に係る受講者名簿の作成、
　出欠確認、講演会運営等に関する目的でのみ使用します。 FAX.0263-32-1482松本商工会議所

（中小企業振興部）行

「小規模事業者持続化補助金講習会」参加申込書 FAX：0263-32-1482

事業所名

参加者名

ＴＥＬ

E‐MAIL

所 在 地 （〒　　　　ー　　　　　　）

ＦＡＸ

参加者名

業種（事業内容）

E-mail:soudan@mcci.or.jp

① 10月14日（金）　  ② 10月25日（火）

① ② 

参加日（○をして下さい） ※内容は両日とも同一です

午後2時～ 午後4時
●

お問い合せ 松本商工会議所 中小企業振興部
〒390-8503 松本市中央1-23-1　
TEL：0263-32-5350　FAX：0263-32-1482　
URL:https://www.mcci.jp 　MAIL:soudan@mcci.or.jp

受講料
無料

お申し込みは
こちらから ▼

■対象者：下記に該当する小規模事業者

■補助率・補助上限額

小規模事業者
持続化補助金講習会
　新型コロナウイルス感染症の影響により、補助金活用の要望は高まりを見せています。

そこで今回は、小規模事業者持続化補助金にスポットライトを当て、昨年度からの変更点

や拡充された点の概要の説明から始まり、申請書（事業計画書）を作成する上でのポイン

トを解説いたします。はじめて本補助金の申請を検討されている方はもちろん、過去に受

給され再チャレンジされる方もぜひこの機会にご参加ください！

《小規模事業者持続化補助金》とは…小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）

宿泊業・娯楽業

製造業その他

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

5人以下

20人以下

20人以下

■応募締切日

第10回：2022年12月上旬頃

第11回：2023年2月下旬頃

類 　 　 型 通常枠
特別枠

賃金引上げ枠

補 助 率 2/3 2/3（赤字事業者については3/4） 2/3

卒業枠 後継者支援枠 卒業枠 インボイス枠

100万円200万円50万円補助上限額

（内容は両日とも同一です）　

※常時使用する従業員には、個人事業主本人や会社役員、一定の条件に該当するパートタイム労働者等は含みません。

販路開拓をご検討の
小規模事業者の皆さまへ


